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   第 10章 標識類 

 

第１ 標識の表示基準 

消防用設備等の標識類の表示方法並びに大きさ及び色は、規則第９条第４号、第 12 条第

１項第３号イ、第４号イ(ﾊ)、第 13 条の６第４項第３号イ、第 14 条第１項第３号ハ、第５

号の２ハ、第６号ホ、第６号の２、第 16条第３項第３号ホ(ﾛ)、第４号、第 18条第４項第４

号イ、第 10号ロ(ﾎ)、第 13号、第 19条第５項第 11号ハ、第 15号ニ、第６項第４号、第 20

条第５項、第 21条第４項第 14号、第５項、第 22条第４号イ及びロ、第６号、第 24条第３

号ロ、第 24 条の２の３第１項第６号ロ、第 25 条第３項第４号ロ、第４項第２号、第 25 条

の２第２項第４号ホ、第 27条第１項第３号ロ、第 28条の３第４項第９号、第 30条第７号、

第８号、第 30 条の３第４号二、第 31 条第４号、第６号二、第７号、第 31 条の２第５号、

第８号、第９号イ、第 31条の２の２第７号イ、第８号二(ﾛ)、告示第 12号第４第５号、告示

第 17 号第２第２号(3)、第７号(2)、共住省令第３条第３項第２号へ及びト、第５条第２項

第１号ハ、第２号ハ、告示第 18号第３第７号、告示第 19号第３第６号、第４第４号、加圧

防排煙告示第３第 11号及び第 12号、省令第 23号第４条第７号、第 15号、第５条から第９

条まで及び火災通報装置の基準（平成８年消防庁告示第１号）第３第 17 号の規定並びに前

各章に定めるもののほか、次の表のとおりとする。◆ 

 

 

表示基準 

色 大きさ 
設置 

場所 地 
文

字 

幅 

cm以上 

長さ 

cm以上 

消 

火 

設 

備 

消

火

器

具 

消火器 

消 火 器 消 火 器 赤 白 ８ 24  

当該消

火器具

のある

場所の

見やす

い位置 

使用方法 

使 用 方 法 

（注）当該消火

器の使用方法を

簡記すること 

白 赤 12  24  

簡 易

消 火

用 具 

水バケツ 消 火 バ ケ ツ 赤 白 ８ 24 

水 そ う 消 火 水 槽 赤 白 ８ 24 

乾 燥 砂 消 火 砂 赤 白 ８ 24 

膨張ひる石 

又 は 

膨張真珠岩 

消 火 ひ る 石 赤 白 ８ 24 

屋内消火栓 

設 備 

屋内消火栓 消 火 栓 赤 白 10 30 

屋内消

火栓箱

の表面 

電源用開閉器 屋内消火栓設備用 白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

区 分 

種 別 
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ス プ リ ン

ク ラ ー 

設 備 

制 御 弁 

 

赤 白 10 30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

送 水 口 

 

 

 

（注）当該スプ

リンクラー設備

の有効な送水圧

力範囲の数値を

表示すること 

赤 白 15 30 

末端試験弁 
 

赤 白 10 30 

補助散水栓箱 消火用散水栓 赤 白 10 30 

補助散

水栓箱

の表面 

電源用開閉器 スプリンクラー設備用 白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

水 噴 霧 消

火 設 備 等 

手動起動装置 

 

 

 

(注)泡消火設備

又は粉末消火設

備の場合は「水

噴霧」とあるの

をそれぞれ「泡」

又は「粉末」とす

る 

赤 白 

10 

30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

 

 

 

 

（注）ハロゲン

化物消火設備の

場合は「不活性

ガス」とあるの

を「ハロゲン化

物」とし、それぞ

れの消火剤の種

類を( )内に明

記する 

15 

電源用開閉器 

 

水噴霧消火設備用 

 

（注）泡消火設

備、不活性ガス

消火設備、ハロ

ゲン化物消火設

備又は粉末消火

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

制 御 弁 
（スプリンクラー） 

送 水 口 
（スプリンクラー） 

送 水 圧 M P a ～ M P a 

末 端 試 験 弁 
（スプリンクラー） 

水 噴 霧 消 火 設 備 

手 動 起 動 装 置 

不 活 性 ガ ス 消 火 

設 備 

手 動 起 動 装 置 
（      ） 
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設 備 の 場 合 は

｢水噴霧｣とある

の を そ れ ぞ れ

「泡」、｢不活性

ガス」、｢ハロゲ

ン化物」又は「粉

末」とする 

選 択 弁 

（ 
 
 

） 

選
択
弁 

（注） 

( )内

には、

受け持

つ防護

区画名

又は防

護対象

物名を

記入す

ること 

白 赤 30 10 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

制 御 弁 

 

 

 

赤 白 10 30 

ホース接続口 

 

 

 

赤 白 10 30 

移動式消

火 設 備 

 

 

（注）粉末消火

設備の場合は

｢泡｣とあるのを

｢粉末｣とする 

赤 白 

10 

30 

泡消火

設備に

あって

は泡消

火用具

格納箱

の 表

面、そ

の他に

あって

は貯蔵

容器の

直近の

見やす

い位置 

 

 

 

（注）ハロゲン

化物消火設備の

場合は「不活性

ガス」とあるの

を「ハロゲン化

物」とし、それぞ

れの消火剤の種

類を( )内に明

記する 

15 

屋外消火栓 

設 備 

屋外消火

栓 箱 

 
赤 白 10 30 

屋外消

火栓箱

の表面 

制 御 弁 

（水噴霧消火） 

ホース接続口 

（泡消火設備） 

移 動 式 

泡 消 火 設 備 

移   動   式 
不活性ガス消火設備 

（ ） 

ホ ー ス 格 納 箱 

（屋外消火栓） 
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屋外消火栓 屋 外 消 火 栓 赤 白 10 30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

電源用開閉器 屋外消火栓設備用 赤 白 

文字の鮮明度
をそこなわな
い範囲におい
て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす 

い位置 

警

報

設

備 

自 動 火 災

報 知 設 備 
電源用開閉器 

 
白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

ガ ス 漏 れ

火 災 警 報

設 備 

電源用開閉器 
 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

消 防 機 関

へ 通 報 す

る 火 災 報

知 設 備 

発 信 機 火 災 報 知 機 赤 白 ８ 24 

発信機

の上方

で見や

すい位

置 

火災通報

装置の電

源用開閉

器 

火災通報装置用 白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

回線終端

装置等の

電源用開

閉 器 

 

 

 

（注）当該設備

又は回線終端装

置等であると認

識できる範囲に

おいて設備名称

又は回線終端装

置等名称を簡記

することができ

る 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

火災通報

装置の配

線の接続

部 

火災通報装置用 
文字の鮮明度をそこなわ

ない範囲において自由 

当該配

線の接

続部の

直近の

見やす

い位置 

自 動 火 災 

報 知 設 備 用 

ガ ス 漏 れ 火災 

警 報 設 備 用 

火災通報装置に係る 

回線終端装置等用 
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回線終端

装置等の

配線の接

続 部 

 

 

 

（注）当該設備

又は回線終端装

置等であると認

識できる範囲に

おいて設備名称

又は回線終端装

置等名称を簡記

することができ

る 

文字の鮮明度をそこなわ

ない範囲において自由 

当該配

線の接

続部の

直近の

見やす

い位置 

非 常 警 報 

設 備 
電源用開閉器 非常警報設備用 白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

避

難

設

備 

避 難 器 具 

避難器具 

 

避 難 器 具 

 

（注）避難はし

ご、救助袋等避

難又は救助の文

字を有する器具

名にあっては当

該器具名とする

こ と が で き る 

白 黒 12 36 

当該器
具を設
置し、
又は格
納する
場所の
見やす
い位置 

使用方法 

 

使 用 法 

 

（注）当該避難

器具の使用方法

を簡記すること 

白 黒 

図及び１cm角

以上の文字に

よってわかり

やすく表示し

た範囲内にお

い て 自 由 

避難器

具であ

る旨の

標識の

直近で

見やす

い位置 

誘 導 灯 電源用開閉器 誘 導 灯 用 白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

消

火

活

動

上

必

要

な

施

設 

連結送水管 

送 水 口 

 

赤 白 10 30 当該設
備の直
近の見
やすい
位 置 放 水 口 

 

赤 白 10 30 

ホ ー ス 

格 納 箱 

 

赤 白 10 30 

当該格

納箱の

表 面 

電源用開閉器 連結送水管用 白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開
閉器の
直近の
見やす

ホ ー ス 格 納 箱 
（ 消 防 隊 専 用 ） 

送 水 口 
（ 消 防 隊 専 用 ） 

放 水 口 
（ 消 防 隊 専 用 ） 

火災通報装置に係る 

回線終端装置等用 
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い位置 

非常コンセ

ン ト 設 備 

保 護 箱 非常コンセント 赤 白 10 25 

当該保

護箱の

表 面 

電源用開閉器 
 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

排 煙 設 備 電源用開閉器 排 煙 設 備 用 白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

連 結 散 水

設 備 
送 水 口 

 
赤 白 10 30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

無 線 通 信

補 助 設 備 

保 護 箱 
 

赤 白 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該保

護箱の

表 面 

電源用開閉器 
 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

必

要

と

さ

れ

る

防

火

安

全

性

能

を

パ ッ ケ ー

ジ 型 消 火

設 備 

パッケー

ジ型消火

設 備 

 

文字の鮮明度をそこなわ

ない範囲において自由 

当該設

備の表

面 
パ ッ ケ ー

ジ 型 自 動

消 火 設 備 

パッケー

ジ型自動

消火設備 

 

共 同 住 宅

用 ス プ リ

ン ク ラ ー

設 備 

制 御 弁 制 御 弁 

文 字 の

鮮 明 度

を そ こ

な わ な

い 範 囲

に お い

て 自 由 

10 30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

試 験 弁 試 験 弁 
文字の鮮明度をそこなわ

ない範囲において自由 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

無 線 通 信 補 助 

設 備 用 

無線機接続端子 

消 防 隊 専 用 

 

送 水 口 

（連結散水設備） 

非常コンセント 

設 備 用 

パ ッ ケ ー ジ 型 

消 火 設 備 

 

パ ッ ケ ー ジ 型 

自動消火設備用 
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有

す

る

消

防

の

用

に

供

す

る

設

備

等 

電源用開閉器 

 

 

 

（注）当該設備

であると認識で

きる範囲におい

て設備名称を簡

記することがで

きる 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て自由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

送 水 口 

 

 

 

 

 

（注）当該設備

であると認識で

きる範囲におい

て設備名称を簡

記することがで

きる 

赤 白 10 30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

共同住宅用

自動火災報

知 設 備 

電源用開閉器 

 

 

 

（注）当該設備

であると認識で

きる範囲におい

て設備名称を簡

記することがで

きる 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

住 戸 用 自

動 火 災 報

知 設 備 

電源用開閉器 

 

 

 

（注）当該設備

であると認識で

きる範囲におい

て設備名称を簡

記することがで

きる 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

共 同 住 宅

用 非 常 警

報 設 備 

電源用開閉器 

 

 

 

（注）当該設備

であると認識で

きる範囲におい

て設備名称を簡

記することがで

きる 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

共 同 住 宅

用 連 結 送

水 管 

送 水 口 

 

 

 

 

 

赤 白 10 30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

住 戸 用 

自 動 火 災 報 知 

設 備 用 

送 水 口 

(共 同 住 宅 用 

ｽ ﾌ ﾟ ﾘ ﾝ ｸ ﾗ ｰ ) 

送水圧 MPa～MPa 

共 同 住 宅 用 

スプリンクラー

設 備 用 

共 同 住 宅 用 

自 動 火 災 報 知 

設 備 用 

送 水 口 

（消防隊専用） 

共 同 住 宅 用 

非 常 警 報 

設 備 用 
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放 水 口 

 

 

 

 

赤 白 10 30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

ホ ー ス 

格 納 箱 

 
赤 白 10 30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

電源用開閉器 

 

 

 

（注）当該設備

であると認識で

きる範囲におい

て設備名称を簡

記することがで

きる 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

共 同 住 宅

用 非 常 コ

ン セ ン ト

設 備 

電源用開閉器 

 

 

 

 

（注）当該設備

であると認識で

きる範囲におい

て設備名称を簡

記することがで

きる 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

加 圧 防 排

煙 設 備 
電源用開閉器 加圧防排煙設備用 白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

特 定 駐 車

場 用 泡 消

火 設 備 

電源用開閉器 

 

 

 

（注）当該設備

であると認識で

きる範囲におい

て設備名称を簡

記することがで

きる 

白 赤 

文字の鮮明度

をそこなわな

い範囲におい

て 自 由 

当該開

閉器の

直近の

見やす

い位置 

末端試験弁 
 

赤 白 10 30 

当該設

備の直

近の見

やすい

位 置 

備考 １ 標識の大きさが、この表に掲げる最小限度の数値をこえるものは、幅と長さの比

率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること 

放 水 口 

（消防隊専用） 

ホ ー ス 格 納 箱 

（消防隊専用） 

共 同 住 宅 用 

連 結 送 水 管 用 

共 同 住 宅 用 

非常コンセント

設 備 用 

特 定 駐 車 場 用 

泡 消 火 設 備 用 

末 端 試 験 弁 

（特定駐車場用

泡 消 火 ） 
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２ 「消火器」の標識には必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等その適

応性を付記することができること 

３ 文字の向きを変更する場合において、その標識の大きさの幅と長さの比率はこの

表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること 


